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１ 団体登録 

 学校施設を利用するためには、事前に、渋谷区施設予約システム（以下、「システム」と表記）

への団体登録が必要です。 

（１）団体登録から施設利用まで 

 

  
団体登録 

抽選申込 

抽選 

抽選結果確認

当選申請入力 

随時予約 

施設利用 

団体登録の受付は、システムもしくは申請受付施設の窓口で行ってい

ます。 

※1団体につき 1校のみ登録可能です。 

※1校のみの登録であっても、1校での複数登録はできません。 

※1人の人が、同じ利用種目の団体に複数登録することはできません。 

※団体の審査には 10 営業日ほど要します。なお、審査の結果、記載内容や添付書類等に

不備があれば訂正の期間が別途発生するため、余裕を持ったスケジュールで申請ください。 

 

【第 1回抽選】：区分 1-A 

利用月 3ヶ月前の 1日～3日までの期間に抽選申込を受付けます。 

【第 2回抽選】：区分 1-A、区分 1-B 

利用月 3ヶ月前の 8日～10日までの期間に抽選申込を受付けます。 

【第 3回抽選】：区分 1-A、区分 1-B、区分 1-C 

利用月 3ヶ月前の 15日～17日までの期間に抽選申込を受付けます。 

抽選申込期間の申込分をまとめて抽選しますので、申込日によって当選

確率が変わることはありません。 

施設利用日 3 ヶ月前の【第 1 回抽選】は 5 日～7 日（区分 1-A）、【第 2

回抽選】は 12日～14日（区分 1-A、区分 1-B）、【第 3回抽選】は 19日

～21 日（区分 1-A、区分 1-B、区分 1-C）までに抽選結果を確認し、当

選したものについては、当選申請をしてください。 
※当選申請には期限があり、期限までに申請されない場合は自動キャンセルとなります。 

※学校行事等により、予約確定後に利用のキャンセルが発生する場合があります。 

 

 

抽選申込のなかったコマおよび、当選申請入力がなく予約取消となった

コマについては、利用当日の 28 日前～7 日前まで空き施設の予約がで

きます。 

利用当日は、各学校施設の窓口にて、団体代表者が［予約完了メール画

面］もしくは利用承認書を提示のうえ施設をご利用ください。 

【例：10 月に利用したい場合は】 

  

 

 

 

 

 

 

 

第 1 回抽選→7月 1 日～3日 

第 2 回抽選→7月 8 日～10 日 

第 3 回抽選→7月 15日～17 日 

 

 

 

 

第 1 回抽選→施設利用日 3 ヶ月前の 5 日から 7 日の 23 時まで 

第 2 回抽選→施設利用日 3 ヶ月前の 12日から 14日の 23 時まで 

第 3 回抽選→施設利用日 3 ヶ月前の 19日から 21日の 23 時まで 

 

 

 

 

【当選申請の期限】 
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（２）団体登録の要件 

学校施設を利用するには、事前に団体登録が必要です。 

以下登録要件のいずれかに該当する場合のみ、団体登録が可能です。 

団体の構成メンバーにより、団体登録区分が異なります。 

 

 

 

登録区分 登録要件 

区分 1-A 

① 代表者：満 16歳以上で利用校の通学区域（中学校）内在住者 

② 構成員：10人以上で、構成員総数の 80％以上が利用校の通学区域（中学校）

内在住者 

調整区域にお住いの方は、いずれかの学校を選択し登録してください。   

出身校ＯＢ・ＯＧなど過去に学校に関与する方で主に構成する団体については、出身

校ＯＢ・ＯＧなどを通学区域（中学校）内在住者と同様に取り扱います。 

申請方法は、申請受付施設〔P.5参照〕までお問合せください。 

以下の要件を満たす「ジュニアスポーツ団体」 

① 代表者：満 16歳以上で渋谷区内在住者 

② 構成員：10人以上で、構成員総数の 50％以上が渋谷区内在住・在学者 

③ 対象者（実際に活動する者）： 

✓ 全員が小中学生 

✓ 渋谷区ポータル「種目別ジュニアスポーツ」への掲載団体 

掲載方法は地域学校支援課〔P.5参照〕までお問合せください。 

区分 1-B 
① 代表者：満 16歳以上で渋谷区内在住者 

② 構成員：10人以上で、構成員総数の 80％以上が渋谷区内在住者 

区分 1-C 
① 代表者：満 16歳以上で渋谷区内在住・在勤・在学者 

② 構成員：10人以上で、構成員総数の 50％以上が渋谷区内在住・在勤・在学者 

その他団体・ゲスト利用 利用できません。 

〈注意事項〉 

 ・定期的かつ継続的に活動する団体が登録できます。 

・営利または政治、宗教的活動を目的とする利用は登録ができません。 

・利用される団体構成員全員がシステムへの登録を必ず行ってください。 

・１人の人が、同じ利用種目の団体に、複数登録することはできません。 

・学校施設を主な利用施設で登録した場合、他の区有施設（区民施設・スポーツ施設）のワンスオンリー制

度（主な利用施設で団体登録を行うと、他の区有施設も利用可能になる制度）は適用されません。 

・登録区分により、抽選予約の申込期間等が異なります。〔P.8参照〕 

・次の団体は、申請受付施設〔P.5参照〕の窓口での登録申請が必要です。 

◼ ジュニアスポーツ団体 

◼ 他施設で既に登録している団体 

◼ 出身校ＯＢ・ＯＧ等を通学区域内在住者として登録希望の団体 ※確認書類の提出を求める場合があります 

 

渋 谷 区 ポ ー タ ル ▶ 
住所別通学区域一覧 

        

渋 谷 区 ポ ー タ ル ▶ 
調 整 区 域 

        

渋 谷 区 ポ ー タ ル ▶ 
種目別ジュニアスポーツ 

        

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/gakko-kyoiku/tsugakukuiki/tugaku24.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/gakko-kyoiku/tsugakukuiki/tugaku24.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/gakko-kyoiku/tsugakukuiki/tugaku24.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/gakko-kyoiku/tsugakukuiki/chouseikuiki24.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/bunka/olypara-legacy/kyoshitsu-annai/jr_sports_event.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/gakko-kyoiku/tsugakukuiki/tugaku24.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/gakko-kyoiku/tsugakukuiki/chouseikuiki24.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/bunka/olypara-legacy/kyoshitsu-annai/jr_sports_event.html
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（３）団体登録手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）団体登録に必要なもの〈一般団体〉 

 

 

 

必要書類 窓口申請 システムから申請 

① 施設使用登録申請書 

各施設窓口にて配布、または渋谷

区ポータル「渋谷区施設予約システ

ム」からもダウンロードできます。 
システムでの申請方法は、渋谷区

ポータルから施設予約システムの

利用者マニュアルをご確認くださ

い。 

② 構成員名簿 

すべての項目に記載がない場合、

登録できません。代表者・連絡者

を含め、施設を利用する方全員を

記載ください。 

③ 本人確認書類 
代表者：本書またはコピー 

構成員：コピー 

■本人確認書類 

 氏名・生年月日・自宅住所が記載されているものが必要です。 

区内在住者：運転免許証、健康保険証（住所記載欄）、 

マイナンバーカードなど住所が分かる書類 

区内在勤者：社員証、職員証、在勤証明書等 

区内の事業所等に勤務していることが分かる書類  

区内在学者：学生証、在学証明書等 

区内の学校等に在学していることが分かる書類 

 ※区内在住・在勤・在学以外の方は上記いずれかの書類が必要です。 

■本人確認書類として認められないもの 

 名刺・マイナンバーの通知カード・公共料金の領収書等 

渋谷区ポータル ▶ 
施設予約システム 

        

システムから

申請 
窓口申請 

システムから団体登録申請を行っていただくか、登録申請書等に必

要事項を記載の上、申請受付施設の窓口へ持参し、団体登録申請を

行ってください。 

審査 

登録証発行（希望制） 

登録証の郵送（希望制） 

利用者 ID/PW 通知 

・審査には通常 10 営業日ほどかかります。 

・ログイン ID と初期パスワードは、システムで団体登録をした場

合、利用者情報登録後にメールで送付されます。来館による団体

登録の場合は、窓口にてお渡しします。 

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/shisetsu/shisetsu-yoyaku/yoyaku-system/yoyaku_system2.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/shisetsu/shisetsu-yoyaku/yoyaku-system/yoyaku_system2.html
https://files.city.shibuya.tokyo.jp/assets/12995aba8b194961be709ba879857f70/a3fd2c57f53d4fad9c296059e7525b97/riyosyamanual-syakyokan.pdf
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/shisetsu/shisetsu-yoyaku/yoyaku-system/yoyaku_system2.html
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（５）団体登録に必要なもの〈ジュニアスポーツ団体〉 

  団体登録申請は、地域交流センター等の申請受付施設の窓口にて行ってください。 

必要書類 窓口申請 

① 登録申請書 

※代表者と連絡者を 2名記載してください。 

各施設窓口にて配布、もしくは渋谷区ポータル「渋谷区
施設予約システム」からもダウンロードできます。 

② ジュニアスポーツ団体構成員名簿 

記載内容： 

構成員全員（代表者、指導者、児童生徒）の 

氏名・住所・連絡先・学校名（児童生徒のみ）・

学年（児童生徒のみ）を記載してください。 

指定様式 

渋谷区ポータル「学校施設開放の利用予約のオンライン化」

からダウンロードできます。 

③ 本人確認書類 

※代表者のみ 

※P.4参照 

・代表者： 本書またはコピー 
※書類が整わない場合は、審査できません。 

 

（６）窓口での申請受付施設および各種問合せ先 

下記施設窓口にて団体登録が可能です。代表者本人またはその代理人が申請手続きにお越しく

ださい。利用する学校施設により申請受付施設および問合せ先が異なります。 

 

利用する学校施設 申請受付施設 登録受付時間 休業日 

臨川小学校  

加計塚小学校 

地域交流センター新 橋 

恵比寿 1-27-10 

☏ 03-3444-0461 

14:00～17:00 

（開館日） 

木曜日 

第 2日曜日 

年末年始 

長谷戸小学校 

猿楽小学校  

鉢山中学校  

地域交流センター恵比寿 

恵比寿西 2-8-1 

☏ 03-3461-3453 

14:00～17:00 

（開館日） 

火曜日 

第 4日曜日 

年末年始 

西原小学校  

代々木中学校 

地域交流センター西 原 

西原 2-26-7 

☏ 03-3466-0890 

14:00～17:00 

（開館日） 

月曜日 

第 4日曜日 

年末年始 

鳩森小学校  

代々木山谷小学校 

地域交流センター代々木 

代々木 3-51-8 

☏ 03-3370-7741 

14:00～17:00 

（開館日） 

火曜日 

第 3日曜日 

年末年始 

笹塚小学校  

笹塚中学校  

地域交流センター笹 塚 

笹塚 1-27-1 

☏ 03-3481-8611 

14:00～17:00 

（開館日） 

火曜日 

第 3日曜日 

千駄谷小学校 

神宮前小学校 

原宿外苑中学校 

地域交流センター神宮前 

神宮前 6-10-14 

☏ 03-3409-4565 

14:00～17:00 

（開館日） 

火曜日 

第 4日曜日 

常磐松小学校 

広尾小学校  

広尾中学校

（※） 

氷川区民会館 

東 2-20-18 

☏ 03-3409-1195 

14:00～17:00 

（開館日） 

火曜日 

第 3日曜日 

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/shisetsu/shisetsu-yoyaku/yoyaku-system/yoyaku_system2.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/shisetsu/shisetsu-yoyaku/yoyaku-system/yoyaku_system2.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/gakko-kyoiku/gakko-kaiho/new_sports_gakkou.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/gakko-kyoiku/gakko-kaiho/new_sports_gakkou.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/shisetsu/chiiki-shisetsu/koryu-center/koryu_shinbashi.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/shisetsu/chiiki-shisetsu/koryu-center/koryu_ebisu.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/shisetsu/chiiki-shisetsu/koryu-center/koryu_nishihara.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/shisetsu/chiiki-shisetsu/koryu-center/koryu_yoyogi.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/shisetsu/chiiki-shisetsu/koryu-center/koryu_sasazuka.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/shisetsu/chiiki-shisetsu/koryu-center/koryu_jingumae.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/shisetsu/chiiki-shisetsu/kumin-kaikan/km_hikawa.html
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幡代小学校  

富谷小学校  

代々木八幡コミュニティセンター 

代々木 5-1-15 

☏ 03-3466-3239 

14:00～17:00 

（開館日） 

第 2・4水曜日 

年末年始 

中幡小学校  

中幡小学校温水プール 

幡ヶ谷 3-49-1 

☏ 03-3376-1069 

14:00～17:00 

（開館日） 

月曜日 

年末年始 

上原小学校  

上原中学校  

上原中学校温水プール 

上原 3-41-2 

☏ 03-3460-7531 

17:00～20:00 

（開館日） 

月曜日 

年末年始 

渋谷本町学園 

渋谷本町学園温水プール 

本町 4-3-1 

☏ 03-3373-1303 

平日及び土曜日 

17:00～20:00 

日曜及び祝日 

14:00～17:00 

（開館日） 

火曜日 

年末年始 

神南小学校  

松濤中学校  

（※） 

渋谷区役所地域学校支援課窓口 

宇田川町 1-1 4階 

☏ 03-3463-3068 

8:30～17:00 

(開庁日) 

土曜日 

日曜日・祝日 

年末年始 

青山キャンパス 

渋谷区役所地域学校支援課窓口 

宇田川町 1-1 4階 

☏ 03-3463-3068 

8:30～17:00 

(開庁日) 

土曜日 

日曜日・祝日 

年末年始 

 

 

 

 

（７）団体登録の有効期限 

    令和 10年 3月 31日 

    ※更新手続き期間については、別途ご案内します。 

    ※通常 2年ごとに更新手続きが必要です。 

    ※団体有効期間が切れた場合は、施設予約システムへのログインができなくなります。  

 

（８）変更届について 

登録申請書の内容に変更があった場合は変更届を、構成員に変更が生じた場合は新規の構

成員名簿と添付書類（渋谷区内在住・在勤・在学の方）を代表者が申請受付施設の窓口に提出

する必要があります。変更後の構成メンバーに基づき、団体登録区分を設定します。 

 

〈注意事項〉 

・利用する学校では受付できません。 

・申請は上記の登録受付時間内にしてください。 

※建て替え計画が進行中の学校（広尾中学校、松濤中学校）を利用していた団体は青山キャンパスに登録

してください。 

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/shisetsu/chiiki-shisetsu/kumin-shisetsu/yoyogi_newkumin.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/shisetsu/sports-shisetsu/sports-center/sp7_nakahata.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/shisetsu/sports-shisetsu/sports-center/sp9_uehara.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/shisetsu/sports-shisetsu/sports-center/sp11_honmachi.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/gakko-kyoiku/gakko-kaiho/sports_gakkou.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/gakko-kyoiku/gakko-kaiho/sports_gakkou.html
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２ 施設利用の流れ 

 渋谷区施設予約システムの操作方法は、渋谷区ポータル「渋谷区施設予約システ

ム」内の「渋谷区施設予約システム利用者マニュアル」をご覧ください。 

システムの操作方法についてご不明な点がある場合は、１ー（６）各種問合せ先までご連絡くだ

さい〔P.5参照〕。 

（１）施設の抽選申込から利用まで 

 

 

 

 

渋谷区ポータル ▶ 
施設予約システム 

        

団体登録 

 

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/shisetsu/shisetsu-yoyaku/yoyaku-system/yoyaku_system2.html
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/shisetsu/shisetsu-yoyaku/yoyaku-system/yoyaku_system2.html
https://files.city.shibuya.tokyo.jp/assets/12995aba8b194961be709ba879857f70/7dfe20ff4b0640a98efc170cfa45968c/yoyaku_system_manual.pdf
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/shisetsu/shisetsu-yoyaku/yoyaku-system/yoyaku_system2.html
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（２）１ヶ月の抽選申込件数と利用予約上限件数について  

※抽選申込は、抽選の当落に関わらず、抽選申込上限件数まで申込した時点で、次回以降の抽選申込は

できません。 

※「コマ」とは、1つの利用施設（校庭や体育館）の 1利用時間帯を意味します。 

※1コマの利用可能時間は 2時間です。 

※抽選は申込番号毎におこないます。 

 

（３）抽選申込等期間 

 

抽選申込期間 

区分 1-A：第 1回～3回 

区分 1-B：第 2回～3回 

区分 1-C：第 3回 

抽選申込上限件数 

区分 1-A：第 1～3回抽選合わせて、12コマ／月 

区分 1-B：第 2～3回抽選合わせて、8コマ／月 

区分 1-C：第 3回抽選で 8コマ／月 

抽選当選上限件数 

区分 1-A：第 1回～3回抽選合わせて最大 8 コマ／月 

区分 1-B：第 2回～3回抽選合わせて最大 4 コマ／月 

区分 1-C：第 3回抽選で最大 4 コマ／月 

随時予約利用上限 

区分 1-A：32コマ／月 抽選による当選件数をひいた件数 

区分 1-B：16コマ／月 抽選による当選件数をひいた件数 

区分 1-C：16コマ／月 抽選による当選件数をひいた件数 
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（４）当選申請について 

抽選結果を確認後、必ず当選申請をおこなってください。当選申請には期限があります。

期限までに申請されない場合は自動キャンセルになりますのでご注意ください。 

申請方法は、利用者マニュアルの［3-06 当選申請(p.32)］をご参照ください。 

〈当選申請の期限〉 

第 1回抽選 施設利用日 3ヶ月前の 5日から 7日の 23時まで 

第 2回抽選 施設利用日 3ヶ月前の 12日から 14日の 23 時まで 

第 3回抽選 施設利用日 3ヶ月前の 19日から 21日の 23 時まで 

 

（５）利用当日の案内 

各学校の受付にて、代表者（当日責任者）が次のいずれかを提示するとともに、誓約書（受

付にて用紙交付）をご記載ください。 

①予約完了メール画面 

②「渋谷区施設予約システム」予約申込画面 

③施設使用承認書または設備使用承認書（発行希望者に申請受付施設の窓口〔P.5 参照〕にて交付） 

やむを得ず、代表者が来校できず代理の会員の方が受付手続きを行う場合は、代理の方（当

日責任者）が上記の受付手続きを行ってください。使用承認を受けた権利を他人に譲渡・転

貸することは、特別な場合を除き、できません。 

 

（６）予約のキャンセルについて 

予約をキャンセルする場合、利用日の 8日前までに、システムでキャンセル手続きをおこ

なってください。この期間を過ぎて行われたキャンセルについては、事前キャンセルや無断

キャンセルとして、ペナルティの対象となることがあります。 

利用日の 7日前からの天候不良等を理由とした施設のキャンセルについては、利用当日ま

で（休館日の場合は翌営業日まで）に１－（６）各種問合せ先〔P.5参照〕にご連絡をお願

いします。施設システムから予約の取り消しを行った場合は、通常と同様にシステムの利用

制限がかかりますのでご注意ください。 

 

〈無断キャンセル等のペナルティについて〉 

 
種類 ペナルティ内容 

事前キャンセル 
利用日の7日前から利用開始時

間前までに行ったキャンセル 

施設利用日の翌日から 30日間、施設予約シス

テムにおける全施設の予約権限を停止 

無断キャンセル 

予約の利用開始時間前までに

連絡せず、施設を利用しない場

合に生じるキャンセル 

施設利用日の翌日から 90日間、施設予約シス

テムにおける全施設の予約権限を停止 

https://files.city.shibuya.tokyo.jp/assets/12995aba8b194961be709ba879857f70/7dfe20ff4b0640a98efc170cfa45968c/yoyaku_system_manual.pdf
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※ペナルティ期間中は、申請受付施設での来館による予約申込のみ可能です。 

〈学校都合等によるキャンセルについて〉 

利用予約確定後に、学校行事や公用利用等により、利用のキャンセルが発生する場合があ

ります。この場合、団体代表者にメールでキャンセル通知が送信されます。 

代替施設をご用意することはできません。学校教育に支障のない範囲で、学校施設の開放

を実施していることをご承知のうえご利用ください。 

 

（７）使用承認の取消等 

次の場合、使用承認の取消、もしくは使用の中止を命じる場合があります。その結果、何

らかの損害が生じる場合があっても、区は責任を負いかねます。 

① 登録内容、目的等が申請と異なる場合や虚偽の記載（区外にあたる者が渋谷区内に在住・

在勤・在学として申請する等）、名義貸しがあった場合 

② 施設の運営上支障があると認められる場合 

③ 学校施設の使用の権利を許可なく他人に譲渡、転貸した場合 

④ 営利活動、特定の宗教・政治活動をした場合 

⑤ 許可なく、利用種目が同じ複数の団体の構成員になっていた場合 

 

（８）学校施設利用時の注意事項（必ずお読みください） 

学校施設は一般のスポーツ施設と異なり、児童・生徒が教育を受けるための施設です。そ

のため、本事業は、学校教育に支障のない範囲で学校施設を開放しています。利用者は、学

校教育が日頃行われている施設であることを強く認識し、下記の注意事項を遵守してくださ

い。これらを遵守していただけない場合は、使用承認の取消、もしくは使用の中止を命じる

場合がありますので、予めご了承ください。 

 

✓ 自動車・バイクでの来校は禁止です。 

✓ 原則、使用開始時間から 15分を経過する前に受付をしてください。 

✓ 使用予約をした施設（体育館や校庭）のみを使用し、他の施設に許可なく立ち入らない

でください。 

✓ 承認された使用時間内での活動を厳守してください。使用時間は、出入り・準備・片付

け・清掃等を含めた時間になります。超過は認められません。使用終了時間までに、団

体の利用者全員が退校してください。 

✓ 校庭での金属製スパイクの使用は禁止です。 

✓ 設備・備品等は大切に使用してください。破損につながる行為は禁止です。 

✓ 設備・備品等に損害を与えた場合は、修繕費用を負担していただきます。 

✓ 活動で使用する物品は、持参・持ち帰りを徹底してください。 

ただし、「学校開放用」のシールが貼ってある物品は使用することができます。使用後
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は、元の位置に片付けてください。 

✓ 利用当日の大怪我や事故（生命・身体に重大な影響を及ぼす事案）、設備・備品の破損等

が発生した場合は、当日中（休館日の場合は翌営業日まで）に１－（６）各種問合せ先

〔P.5参照〕に報告してください。 

✓ 活動中の怪我や事故等につきましては、学校および教育委員会では責任を負いかねます

のでご注意ください。 

✓ 体験や練習試合などで、システムに未登録の方が利用する場合は、利用承認を受けた団

体代表者の責任においてご利用ください。 

✓ 施設内での水分補給以外の飲食は禁止です。 

✓ 施設内および周辺での飲酒・喫煙は禁止です。 

✓ 周辺住民の迷惑になるような行為は慎んでください。 

✓ ごみは各自でお持ち帰りください。施設内のごみ箱には絶対に捨てないでください。 

✓ 使用後は施設の現状を回復したうえで、清掃活動および忘れ物がないかの確認をおこな

ってください。 

✓ 借用した鍵がある場合は、定時までに返却してください。 

✓ 利用終了後にチェックシートを記入し、各施設の受付に必ず提出してください。 

✓ 上記のほか、学校・教育委員会から指示があった場合は、それに従っていただきます。 

✓ 団体代表者は、上記の注意事項を構成員全員に周知してください。 

 

（９）学校毎の注意事項 

    利用する学校施設により、「（８）学校施設利用時の注意事項」に加えて、独自の注意事項

があります。利用する学校施設の注意事項を必ず確認のうえ利用してください。 

   ※準備が整い次第、ご案内いたします。 

    

（１０）各種問合せ先 

   利用する学校施設により問合せ先が異なります。 

１－（６）各種問合せ先〔P.5参照〕の表を確認しお問合せください。 

   ※問合せ先は、利用する学校ではありませんのでご注意ください。 

次ページへ続く 
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３ 小学校施設の案内 

（１）神南小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

（２）臨川小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒151-0042宇田川町 5-1 

交通：JR線、京王井の頭線、東急線、地下鉄銀座線・半蔵門線・副都心線 

「渋谷駅」ハチ公口より徒歩 10分 

   都営バス・京王バス「区役所前」下車 徒歩 2分 

休業日：年末年始 

利用可能施設：校庭、体育館 

団体登録申請および問合せ先：渋谷区役所地域学校支援課窓口（☏ 03-3463-3068） 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒 150-0012 広尾 1丁目 9番 17号 

交通：JR線「恵比寿」駅より徒歩 12分 

都営バス「広尾一丁目」バス停下車 徒歩 1分 

休業日：年末年始 

利用可能施設：校庭、体育館 

団体登録申請および問合せ先：地域交流センター新橋（☏ 03-3444-0461） 
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（３）長谷戸小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）広尾小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒 150-0021恵比寿西 1-23-1 

交通：JR線「恵比寿」駅より徒歩 7分 

東急東横線「代官山」駅より徒歩 7分  

休業日：年末年始 

利用可能施設：体育館  

※校庭は天然芝の管理のため、一般団体への貸し出しは行いません 

団体登録申請および問合せ先：地域交流センター恵比寿（☏ 03-3461-3453） 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒150-0011東 3丁目 3番 3号 

交通：JR線、東京メトロ日比谷線「恵比寿」駅より徒歩 10分 

休業日：年末年始 

利用可能施設：校庭（夜間照明なし）、体育館 

団体登録申請および問合せ先：氷川区民会館（☏ 03-3409-1195） 
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（５）猿楽小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）加計塚小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒150-0033 猿楽町 12番 35号 

交通：JR線「渋谷」駅西口より徒歩 15分 

東急東横線「代官山」駅より徒歩 10分 

休業日：年末年始 

利用可能施設：校庭（夜間照明なし）、体育館 

団体登録申請および問合せ先：地域交流センター恵比寿（☏ 03-3461-3453） 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒150-0013 恵比寿 4丁目 21番 10号 

交通：JR線「恵比寿」駅東口より徒歩 7分 

休業日：年末年始 

利用可能施設：校庭（夜間照明あり）、体育館（大・小） 

団体登録申請および問合せ先：地域交流センター新橋（☏ 03-3444-0461） 
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（７）常磐松小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）幡代小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒150-0011東 1丁目 7番 10号 

交通：JR 線、東急線、東京メトロ、京王井の頭線 「渋谷」駅下車 徒歩 15 分 

都バス(学 03)系統「国学院大学前」バス停下車 徒歩 2分 

休業日：年末年始 

利用可能施設：校庭、体育館 

団体登録申請および問合せ先：氷川区民会館（☏ 03-3409-1195） 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒151-0061初台 1丁目 32番 12号 

交通：都営新宿線「初台」駅南口より徒歩 5分 

休業日：年末年始 

利用可能施設：校庭、体育館、多目的室 

団体登録申請および問合せ先： 

YCC代々木八幡コミュニティセンター（☏ 03-3466-3239） 
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（９）上原小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１０）笹塚小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒151-0064上原 3丁目 13番 20号 

交通：小田急線・地下鉄千代田線「代々木上原」駅下車徒歩 4分 

休業日：年末年始 

利用可能施設：校庭、体育館利用可能施設：校庭（夜間照明なし）、体育館 

団体登録申請および問合せ先：上原中学校温水プール（☏ 03-3460-7531） 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒151-0073笹塚 2丁目 8番 1号 

交通：京王線「笹塚」駅より徒歩 5分 

休業日：年末年始 

利用可能施設：校庭、体育館 

団体登録申請および問合せ先：地域交流センター笹塚（☏ 03-3481-8611） 
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（１１）西原小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１２）富谷小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒151-0066西原 2丁目 22番 1号 

交通：京王新線「幡ヶ谷」駅南口より徒歩 7分 

小田急線「代々木上原」駅西口より徒歩 9分 

休業日：年末年始 

利用可能施設：校庭、体育館 

団体登録申請および問合せ先：地域交流センター西原（☏ 03-3466-0890） 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒151-0064上原 1丁目 46番 4号 

交通：小田急線「代々木八幡」駅より徒歩 3分 

   東京メトロ千代田線「代々木公園」駅より徒歩 5分 

休業日：年末年始 

利用可能施設：校庭、体育館 

団体登録申請および問合せ先： 

YCC代々木八幡コミュニティセンター（☏ 03-3466-3239） 
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（１３）中幡小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１４）千駄谷小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒151-0072 幡ヶ谷 3丁目 49番 1号 

交通：京王新線「幡ヶ谷」駅北口より徒歩 8分 

京王バス「7号通り」バス停より徒歩 3分 

休業日：年末年始 

利用可能施設：校庭、体育館 

団体登録申請および問合せ先：中幡小学校温水プール（☏ 03-3376-1069） 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒151-0051千駄ヶ谷 2丁目 4番 1号 

交通：東京メトロ副都心線「北参道」駅より徒歩 5分 

JR線「原宿」駅より徒歩 10分 

JR線「千駄ヶ谷」駅より徒歩 15分  

休業日：年末年始 

利用可能施設：体育館  

※校庭は天然芝の管理のため、一般団体への貸し出しは行いません 

団体登録申請および問合せ先：地域交流センター神宮前（☏ 03-3409-4565） 
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（１５）鳩森小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１６）神宮前小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒151-0051千駄ヶ谷 5丁目 9番 1号 

交通：JR線「代々木」駅東口より徒歩 7分 

JR線「千駄ケ谷」駅より徒歩 8分 

都営大江戸線「代々木」駅 A2出口より徒歩 10分 

東京メトロ副都心線「北参道」駅 1番出口より徒歩 5分 

都営バス「北参道」下車 徒歩 5分  

休業日：年末年始 

利用可能施設：体育館  

※校庭は天然芝の管理のため、一般団体への貸し出しは行いません 

団体登録申請および問合せ先：地域交流センター代々木（☏ 03-3370-7741） 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒150-0011神宮前 4丁目 20番 12号 

交通：JR線「原宿」駅より徒歩 10分 

  東京メトロ千代田線／副都心線「明治神宮前」駅 エレベーター出口より徒歩 3 分 

休業日：年末年始 

利用可能施設：校庭、体育館 

団体登録申請および問合せ先：地域交流センター神宮前（☏ 03-3409-4565） 
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（１７）代々木山谷小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒150-0021代々木 3丁目 47番 1号 

交通：小田急線「参宮橋」駅より徒歩 4分 

JR線「代々木」駅より徒歩 10分  

休業日：年末年始 

利用可能施設：校庭、体育館  

団体登録申請および問合せ先：地域交流センター代々木（☏ 03-3370-7741） 
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４ 中学校施設の案内 

（１）広尾中学校 

校舎建て替え中のため、利用できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）鉢山中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒150-0032 鶯谷町 9番 1号 

交通：JR線「渋谷」駅南口より徒歩 12分    

東急東横線「代官山」駅より徒歩 8分 

休業日：年末年始 

利用可能施設：校庭、体育館（大・小） 

団体登録申請および問合せ先：地域交流センター恵比寿（☏ 03-3461-3453） 
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（３）上原中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）代々木中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒151-0064 上原 3丁目 41番 2号 

交通：東京メトロ千代田線「代々木上原」駅下車 徒歩 5分 

 小田急線「代々木上原」駅下車 徒歩 3分 

京王バス「代々木上原駅」下車 徒歩 5分 

休業日：毎週月曜日（祝・休日にあたるときは直後の平日）、年末年始 

利用可能施設：校庭、体育館（大・小）  

※大体育館は半面での貸し出しも行います 

団体登録申請および問合せ先：上原中学校温水プール（☏ 03-3460-7531） 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒151-0066 西原 1丁目 46番 1号 

交通：小田急線「代々木上原」駅より徒歩 10分 

京王新線「幡ヶ谷」駅より徒歩 8分 

渋谷駅発京王バス中野行き 「八幡下」下車 徒歩 8分 

休業日：年末年始 

利用可能施設：校庭（夜間のみ）、体育館（大・小） 

団体登録申請および問合せ先：地域交流センター西原（☏ 03-3466-0890） 
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（５）原宿外苑中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）笹塚中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）松濤中学校 

校舎建て替え中のため、利用できません。 

 

〒150-0001神宮前 1丁目 24番 6号 

交通：JR山手線「原宿」駅竹下口より徒歩 4分 

東京メトロ千代田線／副都心線「明治神宮前」駅 表参道口より徒歩 6 分 

東京メトロ副都心線「北参道」駅より徒歩 8 分 

都営バス「原宿外苑中学校前」バス停下車 徒歩 0 分  

休業日：年末年始 

利用可能施設：体育館（大・小） 

 ※校庭は部活動のため、一般団体への貸し出しは行いません。 

団体登録申請および問合せ先：地域交流センター神宮前（☏ 03-3409-4565） 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒151-0073 笹塚 3丁目 10番 1号 

交通：京王線「笹塚」駅より徒歩 7分 

京王バス「笹塚中学」バス停下車 徒歩 3分 

渋谷コミュニティバス「ハチ公バス」本町・笹塚循環（春の小川ルー

ト）「笹塚中学」24番バス停下車 徒歩 4分 

休業日：年末年始 

利用可能施設：校庭、体育館（大・小） 

団体登録申請および問合せ先：地域交流センター笹塚（☏ 03-3481-8611） 
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（８）渋谷本町学園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）青山キャンパス（仮設校舎） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒150-0001 神宮前 5丁目 53番 18号 

交通：JR山手線、東急線、京王井の頭線「渋谷駅」宮益坂方面の出口より徒

歩 10分  

東京メトロ「表参道駅」Ｂ1出口より徒歩 5分  

休業日：年末年始 

利用可能施設：体育館（大・中・小）、テニスコート 

※大体育館は半面での貸し出しも行います 

 ※テニスコートは令和 8年 5月より開放します。 

団体登録申請および問合せ先：渋谷区役所地学校支援課窓口（☏ 03-3463-3068） 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒151-0071 本町 4丁目 3番 1号 

交通：京王新線「初台」駅より徒歩 10分 

京王バス「関東国際高校」バス停下車 徒歩 5分  

休業日：毎週火曜日（祝・休日にあたるときは直後の平日）、年末年始 

利用可能施設：校庭、体育館（大・中）、武道場 

※大体育館は半面での貸し出しも行います 

団体登録申請および問合せ先：渋谷本町学園温水プール（☏ 03-3373-1303） 

 

 

 

 

 

 

 

〒151-0071 本町 4丁目 3番 1号 

交通：京王新線「初台」駅より徒歩 8分 

京王バス「関東国際高校」バス停下車 徒歩 4分  

休業日：毎週火曜日（祝・休日にあたるときは直後の平日）、年末年始 

利用可能施設：校庭、体育館（大・中）、武道場 

※大体育館は半面での貸し出しも行います 

団体登録申請および問合せ先：渋谷本町学園温水プール（☏ 03-3373-1303） 
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５ 種目別使用可能施設について 

 

  

使用可能施設であっても、公式競技として適切な広さ、高さ、グラウンドコンディション等を保証するものではありません。 

また、活動で使用する物品は、持参・持ち帰りを徹底してください。 

※１ 軟式野球及びソフトボールは子ども団体のみの利用となります。   

※２ 該当種目の備品はありません。 

※３ 舞踊一般のほかに、室内レクリエーション・体操フィットネス・ストレッチ・エアロビクス・バレエ・その他ダンス・剣道・

太極拳・ヨガ・その他武道・ボッチャ・その他運動場利用が含まれます。 
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